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令和６年度川崎市交通安全対策会議 会議録 
 

１ 開催日時 令和６年７月 16 日（火）午後３時 00分～午後３時 45 分 

 

２ 開催場所 本庁舎復元棟３階 302 会議室 

 

３ 出席者  委員（１９名出席） 

・川崎市 加藤順一副市長 （議長） 

・川崎市教育委員会 小田嶋満教育長 

・国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所 宮本久仁彦所長 

・国土交通省関東地方整備局川崎国道事務所 藤坂幸輔所長 

・神奈川県くらし安全防災局くらし安全部くらし安全交通課 守屋弘毅副課長 

・神奈川県警察本部交通部交通総務課 松沢英之事故対策官 

・川崎市総務企画局 白鳥滋之局長  

・川崎市市民文化局 高岸堅司局長 

・経済労働局長 代理 井野聡労働雇用部長 

・川崎市環境局 菅谷政昭局長  

・川崎市健康福祉局 石渡一城局長 

・川崎市こども未来局 井上純局長 

・川崎市まちづくり局 宮崎伸哉局長 

・川崎市建設緑政局 福田賢一局長 

・川崎市麻生区役所 山本奈保美区長 

・川崎市交通局 水澤邦紀局長 

・川崎市消防局 望月廣太郎局長 

・川崎市交通安全協会 關進会長 

・川崎市交通安全母の会連合会 新井トキ子会長 

事務局 

・市民文化局地域安全推進課 山根達矢課長 

・市民文化局地域安全推進課 中島剛担当課長 

・市民文化局地域安全推進課 鶴井純一朗交通安全係長 

・市民文化局地域安全推進課 平野壽大職員 

 

４ 議 題   令和６年度川崎市交通安全実施計画（案）について（公開） 

 

５ 傍聴者   ０人 

 

６ 会議内容 

  ・資料確認、会議の成立の説明後 
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司  会       交通安全対策会議について御説明させていただきます。参考資料の「交通安

全対策会議について」を御覧ください。 
交通安全対策会議は、「交通安全対策基本法」に基づき開催される川崎市の附

属機関であり、市内の陸上交通の安全に関して講ずべき施策を、総合的に推進す

るため、５年ごとに「交通安全計画」を、そして、毎年「交通安全実施計画」を

策定しております。令和３年度に策定した第１１次川崎市交通安全計画に基づ

いて、今年度は「令和６年度川崎市交通安全実施計画」を決定するものでござい

ます。 
           それでは、さっそく会議に移りたいと存じます。 

         はじめに、川崎市を代表いたしまして、加藤副市長より委員の皆様に御挨拶

を申し上げます。 
 
副市長           【あいさつ】 

 
司 会      ありがとうございました。 

それでは、本日出席されている委員の皆様を御紹介させていただきます。窓

側から順に御紹介させていただきます。皆様、座ったままで会釈をお願いいた

します。 

 

【出席者の紹介】 

 

司 会      続きまして、４報告事項「川崎市内における交通事故発生状況」について、

続けて事務局から御報告いたします。 

 

事務局      【令和５年及び令和６年６月末の川崎市内事故発生状況について説明】 

 

司 会      それでは、議事に移らせていただきます。 

本日の会議は、「川崎市交通安全対策会議運営要綱」第 2条第１項に基づき

まして、会長である福田市長が議長を務めるところでございますが、出席が叶

わなくなっておりますので、「川崎市交通安全対策会議条例」第 3条第 4 項で

あらかじめ職務代理の指名を受けている加藤副市長にお願いしたいと存じま

す。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

 
議  長     それでは、議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

さっそく、議事に入らせていただきます。 

議題の令和６年度川崎市交通安全実施計画（案）についてでございますが、

この計画(案)につきましては、去る６月 27 日に開催いたしました、当会議の幹

事会において審議され、案として承認されております。 

なお、質疑につきましては、のちほど一括してお受けしたいと存じます。 
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それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局     事務局の市民文化局地域安全推進課の山根と申します。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

着座にて説明させていただきます。 

 

それでは、議題の「令和６年度川崎市交通安全実施計画（案）について」でご

ざいますが、最初に、概要を御説明させていただきたいと存じますので、お手元

のＡ３の資料２「実施計画(案)の概要」を御覧ください。 

まず、「実施計画の位置づけ」としましては、令和３年度に策定しました５年

計画の「第 11次川崎市交通安全計画」に基づきまして、令和６年度における市

内の陸上交通の安全に関して講ずべき諸施策を定めているものでございます。 

 

次に、「実施計画の目指すもの」としましては、交通事故の防止は、「市民一人

ひとりが、自分自身の問題として取り組まなくてはならない課題」であり、今後

も、関係機関・団体と連携し、交通事故のない社会を目指して、諸施策を推進し

ていくものとしております。 

 

次に「交通安全計画における目標」としましては、「第 11 次川崎市交通安全

計画」において、「年間の 24 時間死者数を 17人以下とする」目標を掲げており

ますが、この目標は、交通事故そのものの発生及び負傷者の減少と一体となっ

て達成できるものであることを念頭におきまして、目標の達成に向けて取り組

むものとしております。 

 

続きまして、「実施計画予算の合計」についてでございます。令和６年度予算

におきましては、前年度予算と比較して、１７億２千１５２万円余の増額とな

っております。主な理由といたしましては、第１節で園児の安全確保として、保

育支援者等の配置等に対する支援、歩行空間のバリアフリー化等の整備、都市

計画道路等の総合的な整備の推進、第３節で雇用労働対策事業費の増額による

ものでありまして、これに限らず、ハード面の施策につきましては、年次計画に

基づいた執行に取り組んでいることから、年度により予算の増減があることを

御理解いただきたいと存じます。 

また、ソフト面における啓発活動等につきましては、社会情勢に応じて様々

な対応を行いながら、諸施策を着実に推進できるよう工夫して取り組んでまい

ります。なお、予算計上されていない項目につきましては、マンパワーによる活

動を行ってまいります。 

 

続きまして、「実施計画(案)」の本編の内容につきまして、御説明させていた

だきます。お手元の資料３「実施計画(案)」の１ページを御覧いただきたいと存

じます。 
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本編中の予算額の記載につきましては、節ごとに（）書きで昨年度の予算額、

また（）無しの数字で今年度の予算額を記載しておりますので、併せて御確認く

ださい。 

 

それでは、はじめに、第１章「道路交通の安全」、第１節「道路交通環境の整

備」の１、「生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備」でござ

いますが、事業費につきましては、６億６千４５万７千円でございます。 

 

内容といたしましては、(1)園児及び児童に対する交通安全対策、(2) 通学児

童等の安全確保、２ページにまいりまして、(3)通学路の緊急合同点検による安

全対策、(4)バリアフリー化をはじめとする歩行空間等の整備、(5)無電柱化の

推進がございまして、（2）通学児童等の安全確保では、通学児童の安全確保とし

て地域交通安全員の配置や園児の安全確保として保育所、認定こども園や地域

型保育事業における保育支援者等の配置に対する支援を実施してまいります。 

 

次に、３ページにまいりまして、２の「幹線道路における交通安全対策の推

進」でございますが、事業費につきましては、１３３億４千２５４万２千円でご

ざいます。 

        内容といたしましては、(1) 適切に機能分担された道路網の整備、(2) 改築

等による交通事故対策の推進がございまして、幹線道路、区画道路など、道路の

機能毎の整備や既存道路の拡幅、交差点の改良等を進めてまいります。 

  

次に４ページにまいりまして、３の「交通安全施設等整備事業の推進」でござ

いますが、事業費につきましては、１７億５千５７９万２千円でございます。 

内容といたしましては、（１）歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進、 

（２）幹線道路対策の推進、（３）交通安全施設等の再整備と適切な維持管理がご

ざいまして、安全で安心な歩行空間を創出するための取組を推進するとともに、

未就学児を中心に子どもが日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検の結果

を踏まえ、必要な対策を実施してまいります。 

また、「事故危険箇所」について集中的に交通安全施設等を整備してまいりま

す。 

  

次に５ページにまいりまして、４の「自転車利用環境の総合的整備」でござい

ますが、事業費につきましては、１３億２千５７万２千円でございます。 

        こちらは、令和４年３月に改定された「川崎市自転車活用推進計画」に基づき

施策を推進するものでございまして、内容といたしましては、ア通行環境の整

備、イ駐輪対策、６ページにまいりまして、ウ自転車活用の推進がございまし

て、安全・安心でまちの魅力向上に寄与する自転車施策の総合的な取組を推進

していくものでございます。 
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次に７ページにまいりまして、５の「交通需要マネジメントの推進」でござい

ますが、事業費につきましては、７３万３千円でございます。 

内容といたしましては、（１）公共交通機関利用の促進、（２）事業者による自

主的な取組の推進、（３）バスロケーションシステムの推進がございまして、公

共車両優先システムの活用やバス停留所に路線バスの接近表示を行う表示機の

設置補助等により、公共交通の利便性の向上に努めてまいります。 

 

次に８ページにまいりまして、６の「災害に備えた道路交通環境の整備」でご

ざいますが、事業費につきましは、１億４千６万１千円でございます。 

内容といたしましては、（１）災害に備えた道路の整備、（２）災害時に通行を

確保すべき道路沿いにある特定建築物の耐震化の促進がございまして、緊急輸

送道路上にある橋りょうの耐震化の推進や、建築物の倒壊によって緊急車両の

通行や住民の避難の妨げになることを防止するため、耐震診断等の助成を行う

ことにより、道路沿道の建築物の耐震化に取り組むものです。 

 

次に９ページにまいりまして、７の「総合的な駐車対策の推進」でございます

が、事業費につきましては、４０４万６千円でございます。 

内容といたしまして、（１）駐車場等の整備、（２）違法駐車等の防止対策がご

ざいまして、四輪車、荷さばき車、自動二輪車の適正な駐車施設の整備を推進す

るとともに、大規模小売店舗の出店の際に駐車台数の確保について配慮を求め

るなど、駐車場の整備促進を図ります。 

また、違法駐車防止のための広報啓発活動を、交通安全市民総ぐるみ運動で

展開してまいります。 

 

次に 10 ページにまいりまして、８の「交通安全に寄与する道路交通環境の整

備」でございますが、事業費につきましては、４６億７千１２４万８千円でござ

います。 

内容といたしましては、（１）道路占用の適正化等、11 ページにまいりまして、 

（２）子どもの遊び場等の確保、12ページにまいりまして、（３）道路法に基づく

通行の禁止又は制限がございまして、道路の不法占用物件等の是正指導や、交

通事故等の危険から子どもを守るため、子どもの遊び場等の確保を推進してま

いります。 

 

13 ページにまいりまして、第２節の「交通安全思想の普及徹底」でございま

す。 

 

１の「段階的かつ体系的な交通安全教育の推進」でございますが、事業費につ

きましては、２千２８４万７千円でございます。 

内容といたしまして、（１）幼児に対する交通安全教育から 小学生、中学生、高

校生、14ページの、成人、高齢者、 障害者、15ページの外国人に対する交通安
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全教育の推進がございまして、小・中・高校生には交通安全教室などにより交通

ルールやマナーの習得を図るとともに、特に自転車の走行マナーなど安全な乗

り方を指導してまいります。 

高齢者には、自らが加齢に伴う身体機能の変化を自覚し、交通事故防止の行

動を実践できるよう高齢者ドライバーを対象とした「運転適性検査等講習会」

を開催するなど、効果的な啓発を行ってまいります。 

 

次に16ページにまいりまして、２の「交通安全に関する普及啓発活動の推進」

でございますが、事業費につきましては、１千７９２万２千円でございます。 

内容につきまして、（１）交通安全運動の推進、19ページに飛びまして、（２）

自転車の安全利用の推進、20ページにまいりまして、（３）二輪車事故防止運動

の推進、21 ページにまいりまして、（４）飲酒運転根絶運動の推進、（５）反射

材の普及促進、（６）「セーフティ・チャレンジ・かながわ」への参加、（７）交

通安全に関する民間団体等の主体的活動の推進がございます。 

交通安全は、市民一人ひとりの心がけによって実現していくものという考え

方に基づき、各季の運動をはじめ、強化月間において交通安全対策協議会を中

心として、さまざまな活動を市民総ぐるみ運動として進めるとともに、飲酒運

転の根絶や自転車マナーアップなどについて効果的な広報を実施してまいりま

す。 

  

22 ページにまいりまして、第３節の「安全運転の確保」といたしまして、１

の「交通労働災害の防止等」でございますが、事業費につきましては、５７５

万７千円でございます。内容といたしましては、労働環境の改善を図るための

啓発活動、相談業務等を実施し、交通労働災害の防止に努めてまいります。 

 

次に 23 ページにまいりまして、２の「危険物等輸送に関する情報提供の充実

等」でございますが、危険物等輸送車両の事故による災害の未然防止のため、法

令遵守や乗務員教育等、危険物等運送事業者への指導を強化してまいります。 

 

次に 24 ページにまいりまして、３の「エコドライブ等の推進」でございます

が、 エコドライブの普及啓発、九都県市との連携、市バスのアイドリンクスト

ップなどを実施いたします。 

        また、市バスでは、運転手を省エネルギー運転（エコドライブ）等研修に派遣

し、環境改善や燃費等のコスト意識について学び、省エネルギー運転を意識し

た運転に取り組むこととしております。 

 

25 ページにまいりまして、第４節の「暴走族等対策の推進」でございますが、

｢暴走族等対策への取組｣として、家庭においては暴走族の芽が育たない環境を

作り、学校、職場及び地域では、暴走族に加入しない等の運動を推進してまいり

ます。 
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26 ページにまいりまして、第５節の「救助・救急活動の充実」でございます。 

 

１の「救助・救急体制の整備」でございますが、事業費につきましては、２億

３千６５３万６千円でございます。 

内容といたしましては、（１）救助体制の整備・拡充、（２） 多数傷者発生時

における救助・救急体制の整備、（３）心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発の推

進、（４）救急救命士の養成・配置等の促進、（５）救急用資機材の整備の促進 

27 ページにまいりまして、（６）消防ヘリコプターによる救急業務の推進、

（７）救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実、（８）高速自動車国道等におけ

る救急業務実施体制の整備がございまして、交通事故に起因する救急活動を迅

速に行い、また、活動内容の複雑多様化に対応するため、救助体制の整備・拡充

に努めてまいります。 

 

次に 28 ページにまいりまして、２の「救急医療体制の確保」でございますが、 

事業費につきましては、２億７千１８万６千円でございます。 

        内容といたしましては、救急告示医療機関の確保や、救命救急センターの運

営により、救急医療体制の充実を図っております。 

 

次に 29 ページにまいりまして、３の「救急関係機関の協力関係の確保等」で

ございますが、内容といたしまして、市内の救急告示医療機関に対し、傷病者の

迅速な受入れについて依頼し、相互連携体制を確立してまいります。 

  

次に 30 ページにまいりまして、第６節の「交通事故被害者等に対する支援」

でございます。１の「交通事故相談活動の充実」でございますが、事業費につき

ましては、２１８万８千円でございます。  

内容といたしましては、「交通事故相談所の運営」がございまして、高津区役

所及び中原区役所において、専門の相談員及び弁護士による交通事故相談を実

施しており、より専門的な相談を希望する場合は、弁護士・交通事故紛争センタ

ー等の専門機関へのあっせん等を行っております。 

  

次に 31 ページにまいりまして、２の「交通遺児家庭に対する支援」でござい

ますが、事業費につきましては、３５０万７千円でございます。 

内容といたしましては、 ひとり親家庭等の自立支援がございまして、交通事

故により親を失った児童に対して、「災害遺児等福祉手当」や「災害遺児等援護

事業」などを通じて、自立への支援を行ってまいります。 

  

次に 32 ページにまいりまして、３の「交通事故被害者遺族に対する支援」で

ございますが、事業費につきましては、２７０万円でございます。 

内容といたしましては、交通事故死亡者の遺族に対して弔慰金を贈呈し、支
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援を行ってまいります。 

 

最後に 33 ページにまいりまして、第２章「踏切道(ふみきりどう)における交

通の安全」でございます。「踏切道の交通安全の施策の促進」でございますが、 

事業費につきましては、５０億３千３３万８千円でございます。 

内容といたしましては、「京浜急行大師線連続立体交差事業」、「ＪＲ南武線連

続立体交差事業」「都市計画道路苅宿小田中線単独立体交差事業」34 ページにま

いりまして、「南武線駅アクセス向上等整備事業」を実施するものでございます。 

 

なお、次ページ以降に、実施計画付属書類といたしまして、１、交通事故発生

状況、２、令和５年度事業実績、３、交通安全対策基本法などの、本会議に関す

る関係法令・条例・要綱等を取りまとめておりますので、後ほど御覧いただきた

いと存じます。 

  

以上で、「令和６年度川崎市交通安全実施計画（案）」についての、説明を終わ

らせていただきます。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議  長      はい。ありがとうございました。それでは、ただ今の「令和６年度川崎市交

通安全実施計画(案)」につきまして、御意見、御質問がありましたら、御発言

をお願いいたします。 

 

委  員     例年のお願いだが、交通安全活動をしている人たちのために予算を削らない

でほしい。地域ではボランティアで活動し、交通事故ゼロを目指している。予

算を削ることはよくないと言い続けている。 

 

事務局      16 ページの「交通安全に関する普及活動の推進」の予算減少理由について、

「交通安全市民総ぐるみ運動事業費」は昨年度と比べ予算の増減はありません

が、自転車の安全利用の推進に係る「自転車マナーアップ推進事業」において

委託料の社会保険料等が減ったため、全体の事業費総額が減額しています。 

交通安全運動の主体となるのは市民の皆様ですので、円滑にそして効果的に

活動がなされるよう市は協働して取り組んでまいります。 

 

委  員     手ぶらでキャンペーンはできない。交通安全の呼びかけをする機会を作って

も何かお配りするものがないと素通りされてしまう。以前は業者から協力をい

ただき啓発物品の提供があったが最近は厳しい。予算が減らされることは啓発

物品にも影響してくるので、行政も理解してほしい。 

 

事務局      地域の皆さんの活動の支えや支援となるように、予算確保に向けて取り組ん

でまいります。 
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議  長     他にはよろしいでしょうか。 

ないようでございますので、「令和６年度川崎市交通安全実施計画（案）」に

ついて、御承認いただける場合は、拍手をお願いいたします。 

 

            拍   手 

 

議  長     はい、ありがとうございました。「令和６年度川崎市交通安全実施計画」は承

認されました。 

 

議  長     それでは、本日予定しておりました議事は以上のとおりですが、全体を通し

て、何か御意見などがございましたら、この機会にお願いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。特によろしいですか。 

それでは、特にないようでございますので、これをもちまして本日の議事は

終了させていただきます。 

今後とも、交通安全対策につきまして皆様の御指導、御協力を申し上げまし

て、議長の役目を終わらせていただきます。本日はありがとうございました。 

 

司  会     皆様、御審議いただきありがとうございました。 

以上を持ちまして、「令和６年度川崎市交通安全対策会議」を終了させていた

だきます。本日はありがとうございました。 


